
静岡県環境影響評価条例施行規則（平成11年静岡県規則第51号）第35条第１項の規定により読み替えて適

用する静岡県環境影響評価条例（平成11年静岡県条例第36号）第26条の規定に基づき、静岡県が作成した環

境影響評価書について次のとおり公告し、当該評価書及び要約書を公衆の縦覧に供する。

令和５年１月31日

静 岡 県

上記代表者 静岡県知事 川 勝 平 太

１ 評価書の名称

一般国道414号伊豆縦貫自動車道（伊豆市～河津町）環境影響評価書

２ 都市計画決定権者の名称

(1) 名 称 静岡県

(2) 代表者 静岡県知事 川勝 平太

(3) 所在地 静岡市葵区追手町９番６号

３ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

(1) 名 称 伊豆都市計画道路 １・５・１号伊豆縦貫自動車道

河津都市計画道路 １・５・１号伊豆縦貫自動車道

(2) 種 類 高規格幹線道路の新設

(3) 規 模 道路延長 約20㎞

４ 都市計画対象事業を実施しようとする区域

伊豆市矢熊から河津町小鍋

５ 関係地域の範囲

伊豆市、河津町

６ 評価書の縦覧の場所

静岡県庁交通基盤部都市局都市計画課

（郵便番号420－8601 静岡市葵区追手町９番６号）

伊豆市役所建設部都市計画課

（郵便番号410－2592 伊豆市八幡500番地１）

河津町役場建設課

（郵便番号413－0595 賀茂郡河津町田中212番地２）

７ 評価書の縦覧期間及び時間

令和５年２月１日（水）から令和５年２月28日（火）まで

（閉庁日及び職員の勤務時間外を除く。 ）


